
江東区ベビーシッター利用支援事業FAQ
R6.3.25作成

No 質問 区分 回答

1 対象者は誰ですか。 対象
未就学児の保護者です。未就学児とは、0歳から満6歳になる年度の末日までのこどもです。

保護者・こどもともに江東区に住民登録があることが条件となります。

2 どのような理由で利用できますか。

対象

日常生活上の突発的な事情や社会参加（保護者の残業や病気、自己実現、リフレッシュ、学校行事）など理由を問わず、一時

的に保育を必要とする方が利用できます。

また、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方も利用できます。（共同保育についてはNo.19参照）

認可外保育園や幼稚園などの保育施設を利用していても、育休中や在宅勤務の場合でも対象となります。

3 認可保育園や幼稚園などの保育施設を利用していて

も、対象になりますか。
対象

対象になります。保育施設への在籍がある場合や、保育の必要性の認定がない場合でも対象となります。

4 育休中や在宅勤務の場合でも、対象になりますか。
対象

対象になります。保護者の就労状況に関係なく対象となります。

5 対象となる児童の年齢はいくつまでですか。

対象

0歳から満6歳に達する年度の末日までご利用いただけます。

生後57日未満であっても、ベビーシッター事業者が対応可能であれば補助の対象となります。

6① 対象となる利用日、利用時間帯はいつになります

か。 対象（時間）

毎日、24時間365日いつでも対象となります（日曜、祝日、年末年始を含む）。

なお、補助金は1時間単位です。分単位は申請ごとに計算します。

6② 対象となる時間数を教えてください。

対象（時間）

こども1人当たり同一年度内144時間まで（多胎児は288時間まで）です。

※江東区に転入された方は、同一年度内に都内の他の自治体で同事業を利用していた場合、その利用時間を合算して144時間

が上限となります。

6③ 分単位での利用分については対象になりますか。

対象（時間）

分単位は申請書（ひと月単位で作成する利用内訳表）ごとに日中・夜間分けて合算し、分を切り捨てた時間単位の部分が対象

となります。1時間あたりの単価は、申請書（ひと月単位で作成する利用内訳表）ごとに日中・夜間それぞれで時間の平均額

となります。

切り捨てた分は、次の申請に繰り越すことはできません。

6④ 分単位での利用分についてはどのように申請すれば

よいですか。

（具体例）3.5Hを2日間利用した場合、7Hで申請で

きますか。

対象（時間）

日中・夜間分けて合算し、分を切り捨てた時間単位の部分を申請してください。

例①　日中に3.5時間を2日間利用→日中7時間対象

　　　日中と夜間に3.5時間ずつ利用→日中3時間、夜間3時間対象

6⑤ ひと月の利用分について、2回に分けて申請できます

か。たとえば、4月利用分を10時間と2時間に分けて

申請できますか。
対象（時間）

分けずにまとめて申請をお願いします。

合算して分単位を切り捨てするので、利用上限時間を適正に管理するため、申請にあたってご協力ください。

6⑥ 利用時間が22時以降に時間がまたがる場合、日中時

間として計算しますか。夜間時間として計算します

か。
対象（時間）

都要綱に従い、時間は22時で区切ります。そのため、22時以降の利用時間は夜間時間として計算します。（なお、朝7時をま

たがる利用時間の考え方も同様です。）

7① 実家が江東区にあり里帰りする場合、対象になりま

すか。 対象（里帰り）

江東区に住民登録があることが要件なので、住民票が江東区にない場合は対象外です。

本事業の対象者は、江東区に住民登録がある児童と同一の世帯にある方です。

7② 里帰り先での利用は対象になりますか。
対象（里帰り）

利用する場所に制限はありませんが、交通費は対象外となります。

事前にベビーシッター事業者に相談し、対象となるベビーシッターを派遣できるかご確認ください。

7③ 里帰り先の実家住所に書類（交付決定通知書など）

を送ってほしいのですがどうしたらよいですか。

申請関連（里帰り）

里帰り先のご住所への送付は可能です。申請書住所欄に、お住いの住所（江東区内）と、里帰り先の住所の２つをご記入くだ

さい（表札の苗字が異なる場合は「〇〇様方」まで）。

（申請後の場合）

コールセンターに送付先をお知らせください（発送済等により、対応できかねる場合がございます）。

8 区外に引っ越す予定があります。転居後に申請する

ことはできますか。

転出・転入

転居後に申請できます。

江東区に住民登録がある間に利用した分が対象となります。

（江東区への転入日以降は対象、転出日以降は対象外です。また、最終提出期限を過ぎている場合は申請できません。）

※転入日当日の利用は転入先の自治体への申請になります（転入先も同事業を実施している場合に限る）

9 転居後に申請する場合、住所はどう記載すればよい

ですか。 転出・転入

申請書の住所欄に転居後の住所と江東区の住所を記入してください。

10 前の自治体で同じサービスを利用していました。年

度内で144時間が利用上限でしたが、江東区ではど

のように扱いますか。 転出・転入

前の自治体での利用時間を考慮して計算します。利用内訳書の該当欄に、前自治体での利用時間を記入してください。

年度内の合計が144時間を超えない範囲で、ご利用いただけます。

【例】今年度前自治体で130時間利用した場合　→江東区では14時間まで対象

11 どの事業者を利用すればよいですか。

事業者

東京都福祉保健局「ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）」に記載されている認定事業者をご利用ください。

なお、認定事業者に「東京都ベビーシッター利用支援事業」の『一時預かり利用支援』を活用したい旨を必ずお伝えくださ

い。

12 対象となるベビーシッターはどのような方ですか。

事業者

東京都が定める一定の要件（研修受講、保育経験等）を満たしているベビーシッターです（要件証明書が発行されます）。そ

のため、認定事業者に「東京都ベビーシッター利用支援事業」の『一時預かり利用支援』を活用したい旨を必ずお伝えくださ

い。

13 おすすめのベビーシッター事業者があれば教えてく

ださい。

事業者

恐れ入りますが、特定の事業者をご紹介することはできません。

また、料金形態・会費の有無・予約の取りやすさ等は、事業者により異なり、

江東区ではご案内いたしかねますので、詳細は事業者にお問い合わせください。

厚生労働省が定める『ベビーシッターなどを利用するときの留意点』を確認いただいたうえで、

各事業者のホームページ等を参考にご検討ください。

14 事前に区への登録は必要ですか。

利用方法

区への事前登録は不要です。

事前に利用条件等をよくご確認の上、東京都の認定事業者と契約し、

ご利用・お支払いが終わった後に申請してください（申請〆切日等は予めご確認ください）。

15 ・待機児童を対象とした制度ですか。

・1時間150円で利用できますか。 利用方法

いずれも、本事業『一時預かり利用支援』とは別のサービスになります。江東区では実施していません。

16 「対象者確認書」の交付を受ける必要はあります

か。 利用方法

「対象者確認書」は必要ありません。

本事業『一時預かり利用支援』とは別のサービスで必要な書類です。江東区では実施していません。
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17 利用に当たっての注意点はありますか。
利用方法

ご利用の際は、厚生労働省が定める『ベビーシッターなどを利用するときの留意点』を必ずご確認ください。

18 自宅以外でも利用できますか。

利用方法

利用できます。ベビーシッター事業者にご相談の上、保育に適切な場所であることを事前にご確認ください。

なお、施設によっては、保護者の代わりにベビーシッターでは利用できない場合もございますので、事前に施設にもお問い合

わせください。

19① 共同保育とは何ですか。
対象（共同保育）

保護者とベビーシッターが共同して保育することで、子育ての不安を解消することを図ります。

なお、保護者が契約において同意していること、保護者は常に保育に関わっていることが必要です。

19② 共同保育の場合の利用料金について

対象（共同保育）

ベビーシッター事業者により異なりますが、保護者が保育に関わる共同保育の場合でも、こども2人分の料金が発生する場合

があります。

対象児童であれば、2人分の料金が補助対象になります。オプション料金扱いの共同保育も同様です。

19③ 「児童1人に対しベビーシッター1人による保育」と

あります。

①きょうだい2人（いずれも未就学児）で利用する場

合は、どうすればよいですか。

申請関連（共同保育）

児童2人に対して、ベビーシッター2人の派遣が必要です。

利用内訳表は児童ごとに作成してください。

なお、共同保育を行う場合は、ベビーシッター1人でも対象となります。

19④ ②きょうだい2人（1人は未就学児、1人は小学生）

で利用する場合は、どうすればよいですか。

申請関連（共同保育、

その他）

【共同保育の場合】ベビーシッターは1人の派遣でも問題ありません。

未就学児の利用分を申請することができます（小学生の利用分は補助対象外です）。

【共同保育でない場合】小学生以上の兄姉を、未就学児と同時に保育する場合、保護者が契約において同意しているときは、

未就学児の人数と同数のベビーシッターの派遣であれば、未就学児の利用分が補助対象となります（小学生の利用分は補助対

象外です）。

　質問にある利用状況においては、ベビーシッター１人の派遣で、きょうだい2人（未就学児1人と小学生1人）の保育が可能

であり、未就学児１人の利用分のみが補助対象となります。

19⑤ きょうだい3人（いずれも未就学児）で利用する場合

は、どうすればよいですか。 申請関連（共同保育）

児童3人に対して、ベビーシッター3人の派遣が必要です。

利用内訳表は児童ごとに作成してください。

なお、共同保育を行う場合は、ベビーシッター1人でも対象となります。

19⑥ きょうだい2人（いずれも未就学児）をベビーシッ

ター1人で保育する場合、対象になりますか。また、

1人分のみ申請することはできますか。
申請関連（共同保育）

保育条件が「児童1人に対しベビーシッター1人による保育」であるため、対象外です。1人分でも申請することはできませ

ん。

ベビーシッター事業者が対応可能な場合でも、補助対象外となります。

なお、共同保育を行う場合は、ベビーシッター1人でも対象となります。

19⑦ 共同保育できょうだい2人分の保育料を支払った場

合、どうすればよいですか。
申請関連（共同保育）

2人分の保育料が補助対象となります。

19⑧ 共同保育でベビーシッターを利用した時に、2人目の

子どもの料金を0.5人分として請求されました。どの

ように申請すればよいですか。
申請関連（共同保育）

2人目のこどもについては、0.5人分の金額を記入し、申請してください。

20 申請書の名前は、領収書の名前と異なっていてもよ

いですか。 申請関連

申請書の名前と、領収書の名前は同一としてください。

ベビーシッターの利用者と補助金申請者は、原則同じ方です。

21 振込先口座は申請者本人の名義でなくてもよいです

か。
申請関連

原則、申請者本人の名義ですが、事情がある場合は親族の口座を指定することができます。

申請書に自署欄がありますのでご記入ください。

22 振込先口座はどこの銀行が利用できますか。ネット

銀行でもよいですか。 申請関連

全国銀行協会加盟の金融機関をご利用いただけます。ネット銀行も利用できます。

23① 要件証明書は、ベビーシッター全員分必要ですか。

申請関連

全員分必要です。要件証明書が発行されない場合は、対象外となります。

23② 同じベビーシッターを複数回利用した場合、要件証

明書は1枚でもよいですか。
申請関連

ベビーシッター1人につき1枚で構いません。

ただし、次回以降の申請で省略することはできません（申請の都度、提出が必要になります）。

また、要件証明書発行日は、ベビーシッター利用日より前であることをご確認ください。

23③ 領収書に、派遣されたベビーシッター名及び東京都

ベビーシッター利用支援事業認定サポーターである

ことが記載されている場合は、要件証明書は不要で

すか。

申請関連

要件証明書は必要です。領収書の記載で代替することはできません。

ベビーシッター事業者によっては利用者から直接依頼がないと発行しない場合があります。お手数ですがご確認ください。

24 利用するにはどうすればいいですか？

（ベビーシッター利用前）

申請関連

区への事前登録は不要です。

①江東区ホームページで「ベビーシッター利用支援事業」のページを開いてください。

②「対象事業者」という項目に、東京都の認定したベビーシッター事業者一覧へのリンクがあります。

③いずれかの事業者と契約し、契約時に「東京都ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）」を活用する旨を必ず

伝えてください。

④ベビーシッターのご利用・お支払いが終わった後に、必要書類をそろえて申請してください（申請〆切日等は予めご確認く

ださい）。

25 申請するにはどうすればいいですか？

（ベビーシッター利用後）

申請関連

必要書類をご用意の上、事務局宛てに郵送でお送りください。

申請書を基に審査し、交付額を決定します。

① 江東区ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）補助金交付申請書兼口座振替登録依頼書

② ベビーシッター利用内訳表

③ 領収書・利用明細書（原本）

④ ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）補助事業ベビーシッター要件証明書

⑤ 利用した児童名、利用日、利用時間、利用料などの内訳が分かる書類（利用明細書など）

　 ※③に明記されていれば不要

〒171-0014　東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル2F

パーソルワークスデザイン株式会社・江東区ベビーシッター申請受付事務局　宛てにご郵送ください。
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26 すべての申請書類が揃っていなくても申請できます

か。

申請関連

すべての申請書類が揃ってからご提出をお願いします。

利用月の翌月末を申請〆切日としております。申請〆切日に間に合わない場合でも、次回の申請〆切日までに受付可能です。

（例外：年度末の申請　No.27④参照）

なお、この場合、区からの支払いは、次の申請〆切日の支払時期と同じ時期になります。

ただし、年度の最終提出期限（令和5年度分については4月15日）を過ぎた場合は、申請を受け付けできませんのでご注意く

ださい。

27① 申請はいつまでにすればいいですか。

申請関連（締切）

原則として、利用月の翌月末（平日）を申請〆切日としています。

なお、区からの支払時期は、申請〆切日に合わせて設定しています。

27② 申請〆切日を過ぎていても申請できますか。

申請関連

年度の最終提出期限内であれば、毎月の申請〆切日を過ぎていても申請できます。

お支払いは、次の〆切日の支払時期と同じ時期になります。ただし、最終提出期限を過ぎた場合は申請できません。

27③ 最終提出期限を過ぎてしまった場合はどのようにす

ればよいですか。
申請関連

年度の最終提出期限を過ぎた場合は申請できません（年度を遡っての申請はできません）。

ベビーシッター利用支援事業は、年度単位で実施しているため、最終期限は厳守していただく必要があります。

27④ 年度をまたいで申請することはできますか。たとえ

ば、3月利用分と併せて、新年度（4月以降）利用分

を申請できますか。
申請関連

3月利用分と併せて、新年度（4月以降）利用分を申請することはできません。

年度ごとに事業を実施しているため、それぞれ分けて申請してください。

また、令和6年3月利用分は翌月4月１５日が最終提出期限であり、申請までの期間が短くなっています。

ご確認のうえ、お早めにご申請ください。

28① 申請書類を書き間違えた場合、どうすればよいです

か。 申請関連（訂正）

書き間違えた箇所は二重線で訂正して書き直し、近くの余白部分にフルネームで自署、または二重線の上に押印してくださ

い。

修正液の使用はしないでください。

28② フリクション等、消えるペンで記入してもよいです

か。
申請関連

フリクション等、消えるペンでの記入はご遠慮ください。

フリクション等で記入している場合は、コピーするなど記入内容が消えない状態にしていただくか、ボールペン等消えないペ

ンで記入し直した書類をご提出ください。

29 会社の福利厚生を利用するにあたって、領収書原本

を添付してしまうため、区への申請は領収書コピー

でも可能ですか。
請求関連

領収書につきましては、他補助事業との重複利用を避けていただくため原則「原本」の提出をお願いしております。

要件証明書はコピー可です。

領収書は、紙媒体で発行しない（WEB領収書のみ）事業者の場合は、データを出力したもので可としています。

30 ベビーシッター事業者への支払額はすべて対象にな

りますか。（補助対象となる経費を教えてくださ

い）
請求関連

ベビーシッター事業者への支払額のうち、純然たる保育サービス提供対価のみが対象となります。

入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等、サービス提供に付随する料金は、対象外となります。

また児童1人に対してベビーシッター1人による保育であることが必要です。（共同保育は対象）

31 送迎は対象に含まれますか。
利用方法

送迎のみは対象外です。送迎の前後（またはどちらか一方）に１時間以上保育を行う場合は対象となります。移動時間や待機

時間等は保育に含みません。

32 病児・病後児保育は対象に含まれますか。 利用方法 対象となります。

33 もく浴は対象に含まれますか。 利用方法 対象となります。

34 子ども家庭支援センターに子どもを預けた時の利用

料は対象になりますか。 利用方法

対象外です。子ども家庭支援センターの一時預かりは別事業となりますので、子ども家庭支援センターにお問い合わせくださ

い。

35 家事サービスは対象に含まれますか。

利用方法

対象外です。

なお、家事サービスと保育を同時に依頼した場合は、保育の時間が明確に区別できる場合に限り、保育料のみ補助対象となり

ます。

36 申請額がわかりません。

請求関連

計算方法は区HPの添付資料（2月1日までにUP予定）からご確認いただけますが、計算が困難な場合は、領収書金額の合計を

ご記入ください。区で交付決定額を審査いたします（対象外経費を引くので申請額より下がります）。

37 消費税は対象になりますか。
請求関連

外税は対象外となります。

38 入会金や手数料、保険料は対象になりますか。
請求関連

全て対象外です。

※ただし、領収書（明細書）において保育料に含まれている手数料は対象となります。

39 キャンセル料は対象になりますか。 請求関連 対象外です。

40 交通費は対象になりますか。
請求関連

対象外です。

41 月会費は対象になりますか。

請求関連

対象外です。

※月会費を保育料としている「病児保育のフローレンス」についても、会費と保育料が明確に分けられていないため対象外と

しています。

42 「オプション料金」は対象になりますか。

請求関連

「オプション料金」の内容によっては対象になります。

たとえば、早朝・深夜料金が発生する場合や、

0歳児保育に加算料金が発生する場合などは対象となります。

ただし、1時間当たり上限額（2,500円か3,500円）を超えない範囲で計算します。

43 クーポンや割引券（会社の福利厚生やこども家庭庁

（旧内閣府）割引券）等との併用はできますか。 請求関連（クーポン）

併用できます。ただし、実際の支払額に対しての補助金になりますので、クーポン等に差し引かれた金額については対象外で

す（重複して補助することはできません）。

44 ベビーシッター事業者や福利厚生等から購入したポ

イントは補助対象になりますか。

請求関連（ポイント）

ポイント購入代金は補助対象外となります。

ポイントで利用した分はクーポン割引と同様に扱います。（FAQ No.45参照）

ただし、令和5年度分については、周知不足の理由により、特例として補助対象といたしますので、令和6年1月1日以降にポ

イントを購入したことがわかる領収書を申請時にご提出ください。
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45

クーポン割引額について、領収書では利用料の合計

金額全体から引かれています。補助金申請では、

クーポンを対象外経費に充てて、申請できますか。

クーポン割引は何に充てることができますか。

請求関連

クーポン割引額は、基本的に保育料に充てます。（領収書等で明確に保育料以外に充てていることが確認できる場合を除く）

※領収書でクーポン割引額が利用料の合計金額全体に充てられている場合、保育料（補助対象経費）に充てます。

46 クーポンを利用する時間帯は、申請時間に数えなく

てもよいですか。 請求関連

クーポンにより保育料の支払いが発生しない時間分については、申請時間に数えなくてよいです。

47 振込日はいつ分かるのか。
請求関連

補助金のお支払いは、申請〆切日より約1ヶ月程度のお時間がかかります。（申請不備が無い事が前提）

お振り込み時期に交付決定通知書を郵送いたします。

48 振込名義はなんですか。
請求関連

振込依頼人名：「江東区ベビーシッター(一時預かり)利用支援補助金」となります。

49 振込先口座をどこの金融機関に設定していたか確認

したい。 請求関連

個人情報となるためお伝えできかねます。各自ご確認ください。

50 交付を受けた補助金は、所得税等の課税対象となり

ますか。
その他

令和3年度の税制改正により、本事業の補助金は非課税対象となります。

51 本事業はいつまで継続予定ですか。

その他

令和5年度ベビーシッター利用支援事業は、令和6年3月31日まで（申請の最終期限は令和6年4月15日）です。

令和6年度については、変更なく実施する予定ですが、決まり次第ホームページ等でお知らせします。

52 「東京都ベビーシッター利用支援事業」と「江東区

ベビーシッター利用支援事業」は何が違うのです

か。
その他

本事業は東京都が補助要件等（対象年齢や補助金額など）を定めていますが、事業の実施判断は各区市町村ごととなっていま

す（補助内容等の詳細についても、各区市町村で決定しています）。

江東区では、保育サービス充実のため、この東京都の補助制度を活用して「江東区ベビーシッター利用支援事業」として実施

しています。


